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主な相談窓口一覧

○千葉県子どもと親のサポートセンター

０１２０-４１５-４４６（相談専用）

E-mail saposoudan@chiba-c.ed.jp
学校や家庭生活、友だちのこと、心や体についての悩みに関する相談

８時３０分～１７時１５分（月～金・休祝日，年末年始を除く）

※いじめに関する相談は毎日２４時間受付）

○千葉県総合教育センター特別支援教育部

０４３-２０７-６０２５（相談専用）

E-mail sosesoudan@chiba-c.ed.jp
特別な教育的支援の必要な児童生徒についての教育相談

９時００分～１７時００分（月～金・休祝日，年末年始を除く）

○２４時間子供ＳＯＳダイヤル（全国共通ダイヤル）

０１２０-０-７８３１０
原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続

○千葉県警察少年センター（ヤング・テレホン）

０１２０-７８３-４９７（相談専用）
２０歳未満の少年に関すること

９時００分～１７時００分（月～金・休祝日，年末年始を除く）

○子どもの人権１１０番（千葉地方法務局人権擁護課）
０１２０-００７-１１０（相談専用）

子どもの人権に関する相談

８時３０分～１７時１５分（月～金・休祝日，年末年始を除く）

○千葉いのちの電話

０４３-２２７-３９００

不安・悩み等の相談及び，自殺防止に関する電話相談
２４時間年中無休

○ライトハウス ちば（千葉県子ども・若者総合相談センター）

０４３-３０１-２５５０

E-mail lighthouse@abeam.ocn.ne.jp （相談受付専用）
子ども・若者の抱えるあらゆる問題や悩み事に関する相談（相談先の紹介）

１０時００分～１７時００分（火～日・月曜が祝日の場合は相談受付あり、翌火曜休み）

※その他，各市町村教育委員会の教育相談機関（教育センター）や，所轄警察署，
地域の少年補導センター，教育事務所，最寄りの児童相談所，家庭児童相談室，等

にも相談できます。

※教育委員会に相談することもできます。

市町村立学校は，市町村教育委員会のいじめ担当部署
県立学校は， 県教育委員会指導課生徒指導・いじめ対策室

０４３-２２３-４０５４

※私立学校は，県学事課私学振興班（０４３-２２３-２１５５）が担当となります。



主な参考資料・文献一覧

いじめの防止等のための基本的な方針：文部科学大臣決定 平成25年10月

千葉県いじめ防止基本方針：千葉県・千葉県教育委員会 平成26年8月

生徒指導提要：文部科学省 平成22年3月

生徒指導支援資料 「いじめを理解する」：国立教育政策研究所 平成21年6月

生徒指導支援資料２「いじめを予防する」：国立教育政策研究所 平成22年6月

生徒指導支援資料３「いじめを減らす」：国立教育政策研究所 平成23年6月

生徒指導支援資料４「いじめと向き合う」：国立教育政策研究所 平成25年7月

｢生徒指導リーフ｣シリーズ：国立教育政策研究所 平成24年2月～

｢生徒指導リーフ増刊号｣シリーズ：国立教育政策研究所 平成25年11月～

教師が知っておきたい子どもの自殺予防：文部科学省 平成21年3月

※この他，章ごとで特に使用した参考資料・文献については，それぞれの章に記載しました。
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